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会
法
案

四

登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除

１

法
定
滌
除

六
八

妻
の
法
定
抵
当
権
は
登
記
を
対
抗
要
件
と
し
な
い
（
二
一

三
五
条
）

⇒

「
登
記
」
四
）
が
、
実
際
に
は
そ
れ
が
登
記
さ
れ
て

い
る
場
合
は
少
な
く
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
八
〇
四
年
法
（
二
一
三

六
条
・
二
一
三
八
条
・
二
一
三
九
条
）
は
、
登
記
促
進
措
置
（⇒

「
登

記
」
二
三
｜
二
八
）
を
講
じ
る
の
で
、
こ
れ
に
従
い
法
定
抵
当
権
が

登
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
一
八
五
五
年
法
（
六
条
一
項
・

八
条
）
に
お
い
て
は
、
婚
姻
解
消
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、

第
三
者
に
法
定
抵
当
権
を
対
抗
す
る
た
め
に
、
そ
れ
を
登
記
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（⇒

「
登
記
」
九
｜
一
六
）。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

な
登
記
さ
れ
た
登
記
免
除
法
定
抵
当
権
を
滌
除
す
る
た
め
に
は
、
第

三
取
得
者
は
、
既
登
記
抵
当
権
の
滌
除
の
準
則
（⇒

一
一
｜
六
七
）
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に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
（⇒

一
・

一
一
）。
し
か
し
、
登
記
免
除
抵
当
権
が
未
登
記
で
あ
り
、
か
つ
、

そ
の
ま
ま
の
状
態
で
第
三
者
対
抗
力
を
有
す
る
場
合
は
、
そ
れ
に
対

し
て
既
登
記
抵
当
権
の
滌
除
手
続
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
既
登
記
抵
当
権
の
滌
除
に
お
い
て
は
、
第
三
取
得
者
は
抵
当

権
者
に
対
し
て
通
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（⇒

一
八
）
が
、
第

三
取
得
者
は
、
通
告
を
し
た
く
と
も
、
法
定
抵
当
権
者
の
居
場
所
の

み
な
ら
ず
、
そ
の
存
在
す
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
八
〇
四
年
法
は
、
第
三
編
第
一
八
章
第

九
節
（
二
一
九
三
｜
二
一
九
五
条
）
に
お
い
て
、

夫
及
び
後
見
人

の
財
産
を
目
的
と
す
る
未
登
記
抵
当
権
の
滌
除
方
法
」
の
表
題
で
、

登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
を
滌
除
す
る
た
め
の
特
別
な
方
法

を
定
め
た
（⇒

一
）。
こ
れ
に
従
い
さ
れ
る
滌
除
を
「
法
定
滌
除

（p
u
rg
e leg

a
le

）」
と
い
う263

）。
そ
し
て
、
夫
婦
が
婚
姻
に
さ
い
し
て

採
択
し
た
財
産
制
の
種
類
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
登
記
免
除
・
未
登

記
法
定
抵
当
権
を
滌
除
す
る
た
め
に
は
、
第
三
取
得
者
は
、
こ
の
手

続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い264

）。
も
っ
と
も
、
第
三
取
得
者
は
、
こ
の

手
続
さ
え
す
れ
ば
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
を
滌
除
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
見
解
が
分
か
れ
る
（⇒

七
八
②
）。

第
三
編
第
一
八
章
第
九
節
の
立
法
趣
旨
に
つ
き
、
ト
レ
ヤ
ー
ル
は

国
務
院
で
の
立
法
理
由
開
示
で
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
曰
く
、
第

三
編
第
一
八
章
第
八
節
（
二
一
八
一
｜
二
一
九
二
条
）
が
規
定
す
る

「
所
有
権
解
放
方
法
は
、
す
べ
て
の
登
記
抵
当
権
の
滌
除
に
つ
い
て

は
、
十
分
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
十
分
で
は
な
い

も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
妻
…
の
抵
当
権
で
あ
る
。
他
の
も
の
と

同
様
、
こ
れ
ら
の
抵
当
権
も
滌
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
…
そ
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
規
定
が
な
け
れ
ば
、
諸
君

に
示
し
た
草
案
は
完
全
な
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ

れ
は
、
二
つ
の
利
益
を
両
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
取
得
者
の
利
益
と
抵
当
権
者
の
利
益
で
あ
る
。
一
方
で
、
抵

当
権
か
ら
解
放
す
る
手
続
に
よ
り
取
得
者
の
利
益
に
留
意
し
、
他
方

で
、
売
買
を
公
示
す
る
こ
と
に
よ
り
抵
当
権
者
の
利
益
に
留
意
し
た
。

そ
の
結
果
、
法
定
期
間
内
に
実
際
に
登
記
が
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、

売
却
財
産
上
の
抵
当
権
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
」。
第
三
編
第
一
八
章
第
九
節
が
規
定
す
る
、

と
て
も
単
純
で
あ

る
が
と
て
も
効
果
的
な
、
こ
の
方
法
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
す
べ

て
の
当
事
者
の
対
立
す
る
利
益
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た265

）」。

263
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
498,

n
o
te 7.

こ
れ
に

対
し
て
、
既
登
記
抵
当
権
の
滌
除
は
「
通
常
滌
除
（p

u
rg
e
 
o
r-

d
in
a
ire

）」
と
呼
ば
れ
る
場
合
が
あ
る
。
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264
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2536

I,
p
.
746.

嫁
資
制
の
妻
の
有
す
る
法
定
抵
当
権
も
そ

の
例
外
で
は
な
い
。

265
）

F
en
et,

t.
X
V
,
p
p
.
472

473.
２

手
続

⑴

取
得
証
書
の
謄
記
の
要
否

六
九

第
三
取
得
者
は
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌

除
手
続
を
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
取
得
名
義
を
謄
記

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ

に
対
す
る
解
答
は
、
年
代
に
応
じ
て
異
な
る
（⇒
①
｜
②
）。

①

一
八
五
五
年
法
以
前
に
お
い
て
は
、
取
得
名
義
の
事
前
の
謄

記
は
必
要
と
さ
れ
な
い266

）。
と
い
う
の
も
、
第
三
取
得
者
に
事
前
の
謄

記
を
要
求
す
る
二
一
八
一
条
（⇒

一
四
）
は
、
既
登
記
抵
当
権
の
滌

除
を
定
め
る
第
三
編
第
一
八
章
第
八
節
（
二
一
八
一
｜
二
一
九
二

条
）
の
規
定
で
あ
る
の
で
、
事
前
の
謄
記
は
、
既
登
記
抵
当
権
滌
除

の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

②

一
八
五
五
年
法
以
降
に
お
い
て
は
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法

定
抵
当
権
を
滌
除
す
る
に
あ
た
り
、
第
三
取
得
者
は
事
前
の
謄
記
を

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い267

）。
滌
除
権
者
で
あ
る
た
め
に
は
「
新

所
有
者
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（⇒

六
①
）
が
、
一
八
五
五
年
法

三
条
一
項
は
、
謄
記
を
し
な
い
限
り
第
三
取
得
者
は
所
有
権
の
取
得

を
抵
当
権
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
規
定
す
る
か
ら
で
あ

る
。⑵

所
有
権
移
転
契
約
書
謄
本
の
寄
託

七
〇

登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
「
滌
除
を
す
る
と
き

は
、
取
得
者
は
、
財
産
所
在
地
の
民
事
裁
判
所
の
書
記
課
に
所
有
権

移
転
契
約
書
の
正
式
に
照
合
さ
れ
た
謄
本
を
提
出
し
」
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
二
一
九
四
条
）。
す
な
わ
ち
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵

当
権
の
滌
除
の
た
め
に
は
、
所
有
権
移
転
契
約
書
謄
本
の
、
書
記
課

へ
の
寄
託
が
要
求
さ
れ
る
（⇒

①
｜
③
）。

①

寄
託
の
対
象
と
な
る
謄
本
は
、
取
得
証
書
の
原
本
に
基
づ
き

作
成
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い268

）。
し
た
が
っ
て
、
謄
本
の

謄
本
（
た
と
え
ば
所
有
権
移
転
証
書
の
謄
記
の
謄
本
）
の
寄
託
は
認

め
ら
れ
ず
、
書
記
は
、
そ
の
よ
う
な
謄
本
の
寄
託
を
拒
否
す
る
こ
と

が
で
き
る269

）。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
謄
本
の
寄
託
に
基
づ
き
滌
除
手
続

が
進
行
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
滌
除
手
続
は
規
則
違
反
で
あ
り
、
そ

れ
に
よ
り
手
続
の
す
べ
て
が
無
効
と
な
る270

）。

②

寄
託
の
対
象
と
な
る
謄
本
は
、

正
式
に
照
合
さ
れ
た
謄
本
」
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で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
本
と
謄
本
の
一
致
の
照
合
は
、
原
本
が

公
署
証
書
（a

cte a
u
th
en
tiq
u
e

）
の
場
合
に
お
い
て
は
、

証
書

を
受
理
し
た
）
公
証
人
又
は
（
競
売
調
書
を
作
成
し
た
）
裁
判
所
書

記
（g

reffier
）
が
こ
れ
を
す
る271

）。
問
題
は
、
売
買
が
私
署
証
書

（a
cte so

u
s sein

g p
riv
e

）
に
よ
り
さ
れ
た
場
合
（
一
五
八
二
条
二

項
）
で
あ
る
。
デ
ュ
ラ
ン
ト
ン
（A

lex
a
n
d
re
 
D
U
R
A
N
T
O
N
,

1783
1866

）
は
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
寄
託
の
対
象
と
な
る
謄

本
は
、
公
証
人
が
照
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
る272

）。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
見
解
に
お
い
て
は
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定

抵
当
権
の
滌
除
の
た
め
に
第
三
取
得
者
は
常
に
私
署
証
書
を
公
証
人

に
寄
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
謄
本
が

寄
託
の
対
象
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
を
第
三
取
得
者
に
義
務
づ
け
る
こ
と
は
、
法
律
の
要
件
を
加

重
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い273

）」。
そ
こ
で
、
オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
及
び

ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
私
署
証
書
の
謄

本
の
寄
託
も
認
め
ら
れ
、
そ
の
場
合
は
当
事
者
に
よ
る
照
合
で
よ
い

と
解
す
る274

）。
な
お
、
第
三
取
得
者
は
、
私
署
の
取
得
証
書
の
原
本
を

寄
託
す
る
こ
と
も
で
き
る275

）。

③

謄
本
寄
託
は
、
第
三
取
得
者
又
は
第
三
取
得
者
の
代
理
人
に

よ
り
さ
れ
る
。
そ
の
さ
い
、
代
訴
士
の
援
助
（a

ssista
n
ce

）
は
必

要
と
さ
れ
な
い276

）。

⑶

寄
託
証
書
の
送
達

七
一

登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
「
滌
除
を
す
る
と
き

は
、
取
得
者
は
、
…
妻
…
及
び
民
事
裁
判
所
付
政
府
委
員
に
対
し
て

送
達
に
よ
る
書
面
で
謄
本
の
寄
託
を
証
明
す
る
」
（
二
一
九
四
条
）。

す
な
わ
ち
、
第
三
取
得
者
は
、
裁
判
所
書
記
の
作
成
し
た
寄
託
証
書

を
、
妻
及
び
民
事
裁
判
所
付
政
府
委
員
の
双
方
に
送
達
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（⇒

①
｜
②277

））。

①

送
達
は
、
執
行
吏
に
よ
り
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い278

）が
、
二

一
八
三
条
の
通
告
（⇒

二
四
）
と
は
異
な
り
、
選
任
執
行
吏

（h
u
issier co

m
m
is

）
に
よ
り
さ
れ
る
必
要
は
な
い279

）。
と
い
う
の
も
、

一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
八
三
二
条
一
項
は
「
民・
法・
第・
二・
一・
八・
三・
条・

及・
び・
第・
二・
一・
八・
五・
条・
に・
規・
定・
す・
る・
通
告
…
は
、
…
第
一
審
裁
判
所
長

が
選
任
し
た
執
行
吏
が
、
こ
れ
を
す
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
二
一

九
四
条
は
除
外
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

②

送
達
の
相
手
は
妻
で
あ
る280

）。
夫
で
は
な
い281

）。
夫
婦
間
に
は
利

害
の
対
立
が
あ
る
か
ら
で
あ
る282

）。
ま
た
、
送
達
は
「
民
事
裁
判
所
付

政
府
委
員
」
に
対
し
て
も
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
一
八

〇
四
年
法
は
「
民
事
裁
判
所
付
政
府
委
員
」
と
規
定
す
る
が
、
二
一

九
四
条
の
当
該
部
分
に
つ
い
て
は
時
代
に
よ
り
「
帝
国
検
事
正
」、

国
王
検
事
正
（p

ro
cu
reu

r
 
d
u
 
R
o
i

）」
又
は
「
共
和
国
検
事
正

（p
ro
cu
reu

r d
e la

 
R
ep
u
b
liq
u
e

）」
と
読
み
替
え
ら
れ
る
（⇒

資 料
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「
法
定
抵
当
権
」
四
六
）。

七
二

第
三
取
得
者
が
妻
の
存
在
を
知
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は

第
三
取
得
者
は
妻
に
対
す
る
寄
託
証
書
の
送
達
（⇒

七
一
）
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
一
八
〇
四
年
法
成
立
直
後
の
実
務
は
、
民

事
裁
判
所
付
政
府
委
員
（
又
は
帝
国
検
事
正
）
に
対
し
て
の
み
送
達

を
し
て
お
り
、
か
つ
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た283

）。

し
か
し
、
こ
れ
で
は
妻
は
保
護
さ
れ
な
い
た
め
に
、
一
八
〇
七
年
五

月
一
日
｜
六
月
一
日
国
務
院
答
申
（a

v
is d

u
 
co
n
seil d

’E
ta
t

）

以
下
「
一
八
〇
七
年
答
申
」
と
い
う284

）。）
は
次
の
措
置
を
講
じ
た285

）。

す
な
わ
ち
、

帝
国
検
事
正
に
対
し
て
す
べ
き
送
達
に
お
い
て
、
第

三
取
得
者
は
、
…
﹇
売
主
の
妻
に
つ
き
、﹈
不
知
で
あ
る
こ
と
を
宣

言
」
し
、
そ
の
上
で
、

第
三
取
得
者
は
、
民
事
訴
訟
法
六
八
三
条286

）

の
形
式
で
、
こ
の
﹇
送
達
の
﹈
公
示
を
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
一
八
〇
七
年
答
申
）。
そ
し
て
、
一
八
〇
六
年
民
訴
法
六
八
三
条
は

次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

前
条
に
規
定
す
る
抄
本
は
、
差
押
人

（sa
isissa

n
t

）
の
追
行
に
基
づ
き
、
差
押
え
の
追
行
が
さ
れ
る
裁
判

所
が
所
在
す
る
場
所
で
印
刷
さ
れ
る
新
聞
に
掲
載
さ
れ
る
。
そ
こ
に

新
聞
が
な
く
、
県
に
新
聞
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
抄
本
は
、
県
で
印

刷
さ
れ
る
新
聞
一
紙
に
掲
載
さ
れ
る
。
こ
の
掲
載
は
、
市
町
村
長
が

証
明
し
、
か
つ
印
刷
者
の
署
名
を
伴
っ
た
、
抄
本
掲
載
紙
面
に
よ
り

証
明
さ
れ
る
」。
要
す
る
に
、
第
三
取
得
者
は
、
送
達
を
新
聞
紙
上

に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、

県
内
に
新
聞
が
な
い
と

き
は
、
取
得
者
は
、
帝
国
検
事
正
か
ら
、
そ
の
旨
の
証
明
書
の
交
付

を
受
け
る
」

一
八
〇
七
年
答
申
）。

一
八
〇
七
年
答
申
は
送
達
の
新
聞
紙
上
の
掲
載
を
も
っ
て
二
一
九

四
条
の
送
達
に
代
え
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
国
務
院

答
申
の
手
続
さ
え
す
れ
ば
、
妻
に
対
し
て
送
達
を
せ
ず
と
も
、
滌
除

手
続
が
常
に
有
効
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

手
続
で
足
り
る
の
は
、
第
三
取
得
者
が
実
際
に
妻
を
知
ら
な
い
と
き

又
は
そ
れ
を
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
限
ら
れ
、
そ
う

で
な
い
と
き
は
、
国
務
院
答
申
の
手
続
に
従
っ
た
と
し
て
も
、
滌
除

は
二
一
九
四
条
違
反
を
理
由
に
無
効
と
な
る287

）。

⑷

所
有
権
移
転
契
約
書
抄
本
の
掲
示

七
三

契
約
日
、
契
約
当
事
者
の
氏
名
、
職
業
及
び
住
所
、
財

産
の
性
質
及
び
所
在
地
の
指
示
、
売
買
代
価
及
び
そ
の
他
の
負
担
を

記
載
し
た
﹇
所
有
権
移
転
﹈
契
約
書
の
抄
本
は
、
二
ヶ
月
間
、
裁
判

所
講
堂
に
掲
示
さ
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
一
九
四
条
）。
こ

の
抄
本
は
、
裁
判
所
書
記
が
、
こ
れ
を
作
成
す
る
（
一
八
五
四
年
五

月
二
四
日
デ
ク
レ
一
条
）。
裁
判
所
書
記
は
手
続
終
了
を
確
認
し
、

そ
の
証
明
書
を
交
付
す
る
。
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266
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
1

ed
.,
t.
II,

293 bis
,
p
.
235,

tex
te et

 
n
o
te 9;

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
510,

tex
te et n

o
te

 
43.

267
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
510,

n
o
te 44 et

295,

p
.
540,

n
o
te 1;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

-

equ
es
,
t.
III,

n
°2537,

p
p
.
746

747.

268
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2538,

p
p
.
747

748.

269
）

C
iv
.
14 ju

ill.
1868,

D
.
1868.

1.
329,

S
.
1868.

1.
384.

270
）

R
eq
.
19 ja

n
v
.
1891,

D
.
1891.

1.
341,

S
.
1892.

1.
49.

271
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
.
540,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2540,

p
.

748.

競
売
判
決
の
場
合
に
お
い
て
、
代
訴
士
に
よ
る
照
合
が
認
め

ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が
、
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ

カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
（B

a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2541,

p
.

749.

）。

272
）

D
u
ra
n
to
n
,
t.
X
X
,
n
°416,

p
.
676,

n
o
te 1.

273
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
.
540,

n
o
te 3.

274
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
.
540,

tex
te et n

o
te 3;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2540,
p
p
.
748

749.

275
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
.
540,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2540,

p
.

749.

276
）

R
eq
.
31 m

a
rs 1840,

J
.
G
.,
v
°P
riv.

et h
yp
.,
n
°2237

1°,
S
.

1840.
1.
306.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
.
540,

tex
te et

 
n
o
te 4;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,

t.
III,

n
°2543,

p
.
750.

277
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
.
541,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2544,

p
.

751.

こ
の
よ
う
に
、
登
記
さ
れ
た
登
記
免
除
法
定
抵
当
権
の
滌
除

の
た
め
に
は
第
三
取
得
者
は
二
一
八
三
条
の
書
類
を
通
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（⇒

一
八
）
が
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の

滌
除
の
と
き
は
、
所
有
権
移
転
契
約
書
謄
本
の
寄
託
証
書
の
送
達
で

足
り
る
。
妻
が
二
一
九
四
条
・
二
一
九
五
条
の
期
間
（⇒

七
四
）
内

に
登
記
を
し
た
と
き
で
さ
え
、
第
三
取
得
者
は
、
二
一
八
三
条
の
通

告
を
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
（⇒

一
一
）。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
は

有
力
な
反
対
説
が
あ
る
（⇒

七
八
②
）。

278
）

P
o
n
t,
h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1409,

p
.
644.

279
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
.
541,

n
o
te 5;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2544,

p
.

751.

280
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
.
541,

tex
te et n

o
te 6;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2545,
p
.
751.

281
）

も
っ
と
も
、

妻
に
対
し
て
送
達
を
し
た
執
行
吏
は
、
妻
の
財

産
の
管
理
を
有
す
る
夫
に
対
し
て
、
そ
の
謄
本
を
交
付
す
る
慣
行
が
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あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
配
慮
に
は
条
文
上
の
根
拠
が
な
く
、

し
た
が
っ
て
不
必
要
な
も
の
で
あ
る
」

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2546,

p
.
752.

）。

282
）

も
っ
と
も
、
裁
判
に
よ
る
別
産
制
（⇒

「
法
定
抵
当
権
」
七
）

が
認
め
ら
れ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
夫
婦
の
住
所
（d

o
m
icile

 
co
n
ju
g
a
l

）
に
対
し
て
さ
れ
た
送
達
も
有
効
で
あ
る
（R

eq
.
14

 
ju
ill.

1830,
J.
G
.,
v
°P
riv.

et h
yp
.,
n
°2258,

S
.
1831.

1.
54.-

A
u
b
ry
 
et
 
R
a
u
,
t.
III,

295.
p
.
541,

n
o
te
 
6;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2545,

p
.

752.

）。

283
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2551,

p
.
755.

284
）

G
u
ich
a
rd
,
t.
III,

p
p
.
209

211.

285
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
p
.
541

542,
tex

te et n
o
tes

 
8 a

9;
B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2551,

p
p
.
755

756.

286
）

一
八
〇
六
年
民
訴
法
六
八
三
条
は
一
八
四
一
年
改
正
民
訴
法
六

九
六
条
及
び
一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
六
九
六
条
に
よ
り
改
正
さ
れ

る
。
改
正
後
の
条
文
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
。

287
）

C
iv
.
24 ja

n
v
.
1817,

J
.
G
.,
v
°P
riv.

et h
yp
.,
n
°2249

1°,
S
.

1817.
1.
146.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
.
541,

n
o
tes 8;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2551,
p
.
756.

３

効
果

⑴

登
記

七
四

二
一
九
四
条
の
規
定
す
る
手
続
（⇒

六
九
｜
七
三
）
終
了

と
と
も
に
、
妻
に
認
め
ら
れ
た
登
記
の
免
除
は
終
了
す
る
。
そ
し
て
、

妻
又
は
妻
の
代
理
人
は
、
二
ヶ
月
の
期
間
（
以
下
「
法
定
期
間
」
と

い
う
。）
内
に
法
定
抵
当
権
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二

一
九
四
条
・
二
一
九
五
条288

））。

法
定
期
間
の
起
算
日
は
、
第
三
取
得
者
が
妻
に
対
し
て
寄
託
証
書

の
送
達
を
し
た
と
き
（⇒

七
一
）
は
裁
判
所
講
堂
に
お
け
る
掲
示
日

（⇒

七
三
）
で
あ
り
（
二
一
九
四
条
）、
第
三
取
得
者
が
売
主
の
妻
を

知
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
一
八
〇
七
年
答
申
の
方
法
で
送
達
に

代
え
た
と
き
（⇒

七
二
）
は
「
民
事
訴
訟
法
六
八
三
条
に
従
い
さ
れ

た
公
示
日
、
又
は
県
内
に
新
聞
が
な
い
旨
を
記
載
し
た
帝
国
検
事
正

の
証
明
書
交
付
日
」

一
八
〇
七
年
答
申
）
で
あ
る289

）。
妻
の
住
所
が

不
動
産
所
在
地
か
ら
ど
れ
だ
け
離
れ
て
い
よ
う
と
も
、
期
間
延
長
は

認
め
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
二
一
八
五
条
一
項
一
号
但
書
（⇒

四
五
）
の
よ
う
な
期
間
延
長
を
認
め
る
規
定
が
な
い
か
ら
で
あ
る290

）。

⑵

登
記
が
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

七
五

契
約
書
の
展
示
か
ら
二
ヶ
月
以
内
に
妻
…
の
た
め
の
登
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記
が
売
却
さ
れ
た
不
動
産
に
対
し
て
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
妻
の

嫁
資
、
取
戻
し
及
び
夫
婦
財
産
制
約
定
…
の
た
め
の
負
担
の
な
い
不

動
産
と
し
て
、
そ
れ
は
取
得
者
に
移
転
す
る
」

二
一
九
五
条
）。
す

な
わ
ち
、
妻
は
法
定
抵
当
権
の
追
求
権
（⇒

「
登
記
」
六
）
を
失
う291

）。

増
価
競
売
に
よ
り
第
三
取
得
者
以
外
の
者
が
競
落
人
と
な
っ
た
場
合

に
お
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
取
得
者
以
外
の

競
落
人
は
、
法
定
抵
当
権
の
滌
除
の
た
め
に
、
再
滌
除
を
す
る
必
要

は
な
い292

）。

七
六

問
題
は
、
妻
は
、
追
求
権
（⇒

七
五
）
と
と
も
に
、
売
却

代
価
に
対
す
る
優
先
権
（⇒

「
登
記
」
六
）
も
失
う
の
か
ど
う
か
と

い
う
点
で
あ
る
（⇒

「
登
記
」
一
九
）

⇒
①
｜
②
）。

①

一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
以
前
の
判
例
は
、
妻
は
追
求
権
と

と
も
に
優
先
権
も
失
う
と
解
し
た293

）。
デ
ュ
ラ
ン
ト
ン
は
、
こ
れ
に
賛

同
す
る
。
曰
く
、

法
定
抵
当
権
が
滌
除
さ
れ
た
以
上
は
、
も
は
や

法
定
抵
当
権
は
存
在
し
な
い
。
…
と
こ
ろ
で
、
も
は
や
抵
当
権
が
存

在
し
な
い
の
に
、
ど
の
よ
う
な
名
目
で
、
妻
は
売
却
代
価
…
に
対
し

て
優
先
権
を
要
求
す
る
の
だ
ろ
う
か294

）」。
こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ブ

リ
ー
‖
ロ
ー
（
第
一
版
）
は
、
追
求
権
は
消
滅
す
る
が
、
妻
は
代
価

に
対
す
る
優
先
権
を
失
わ
な
い
と
解
す
る
。
曰
く
、
こ
「
の
見
解
は

…
滌
除
の
性
質
と
目
的
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
二
一
三
五

条
と
二
一
九
五
条
の
組
み
合
わ
せ
の
結
果
で
あ
る
こ
と
は
、
明
か
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
二
一
九
五
条
は
『
負
担
の
な
い
不
動
産
と
し
て
、

そ
れ
は
取
得
者
に
移
転
す
る
…
』
と
規
定
す
る
に
過
ぎ
ず
、
優
先
権

に
つ
き
規
定
す
る
二
一
三
五
条
…
を
暗
黙
に
で
は
あ
る
が
維
持
し
て

い
る
。
そ
の
上
、
こ
れ
に
反
す
る
見
解
は
、
何
の
役
に
も
立
た
ず
、

…
妻
の
権
利
を
害
す
る295

）」。

②

一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
は
、
従
前
の
判
例
（⇒

①
）
を
否

定
し
、
優
先
権
の
存
続
を
肯
定
す
る296

）。
こ
の
点
に
つ
き
、
一
八
五
八

年
改
正
民
訴
法
七
七
二
条
五
項297

）本
文
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

す
な
わ
ち
、

民
法
第
二
一
九
五
条
の
定
め
る
期
間
内
に
抵
当
権
の

登
記
を
し
な
か
っ
た
法
定
抵
当
権
者
は
、
代
価
に
対
し
て
優
先
権
を

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。

し
か
し
、
一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
は
、
妻
に
よ
る
無
制
限
な
優

先
権
行
使
を
認
め
な
い
。
優
先
権
の
存
続
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、

民
法
第
二
一
九
五
条
の
定
め
る
期
間
満
了
か
ら
三
ヶ
月
以
内
に
順

位
配
当
が
開
始
さ
れ298

）、
か
つ
第
七
一
七
条
第
七
項299

）﹇
後
段
﹈
の
定
め

る
条
件
を
満
た
」
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
八
五
八
年
改
正
民
訴

法
七
七
二
条
五
項
但
書
）。
す
な
わ
ち
、

民
法
第
二
一
九
五
条
の
定

め
る
期
間
満
了
か
ら
三
ヶ
月
以
内
に
順
位
配
当
が
開
始
さ
れ
、
か

つ
」、
そ
の
「
順
位
配
当
が
裁
判
上
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
第
七
五

四
条300

）が
規
定
す
る
期
間
満
了
前
に
届
出
（p

ro
d
u
ire

）
を
す
る
」
か
、

順
位
配
当
が
和
解
に
よ
る
と
き
は
…
そ
の
終
結
（clo

tu
re

）
前
に
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権
利
を
行
使
す
る
」
か
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
八
五
八
年
改

正
民
訴
法
七
七
二
条
五
項
但
書
・
一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
七
一
七

条
七
項
後
段
）。

⑶

登
記
が
さ
れ
た
場
合

七
七

法
定
期
間
（⇒

七
四
）
内
に
法
定
抵
当
権
の
登
記
が
さ
れ

た
と
き
は
、
法
定
抵
当
権
は
優
先
権
及
び
追
及
権
を
保
持
す
る
。
二

一
九
四
条
は
「
こ
の
登
記
は
、
夫
婦
財
産
契
約
日
…
に
さ
れ
た
登
記

と
同
一
の
効
果
を
有
す
る
」

二
一
九
四
条
）
と
規
定
す
る301

）の
で
、

こ
の
場
合
の
妻
は
、
二
一
三
五
条
二
号
が
規
定
す
る
順
位
取
得
日

（⇒

「
法
定
抵
当
権
」
五
八
｜
七
六
）
で
法
定
抵
当
権
を
享
受
す
る
。

法
定
期
間
内
に
登
記
が
さ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
妻
は
増
価
競
売
申

立
権
を
有
す
る
の
か
ど
う
か
（⇒

七
八
）、
順
位
配
当
に
お
い
て
妻

の
権
利
と
他
の
債
権
者
の
権
利
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
の
か
（⇒

七
九
｜
八
二
）
が
問
題
と
な
る
。

⑷

増
価
競
売
申
立
権

七
八

法
定
滌
除
を
規
定
す
る
第
三
編
第
一
八
章
第
九
節
（
二
一

九
三
｜
二
一
九
四
条
）
に
は
、
増
価
競
売
の
規
定
が
な
い
。
ま
た
、

増
価
競
売
は
、
第
三
取
得
者
の
弁
済
申
込
み
（⇒

三
三
）
を
基
礎
と

し
て
進
行
す
る
が
、
第
九
節
に
は
第
三
取
得
者
の
弁
済
申
込
み
の
規

定
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
妻
は
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法

定
抵
当
権
の
登
記
を
し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
増
価
競
売
申
立
権
を

有
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
が
問
題
と
な
る
（⇒

①
｜
④
）。

①

オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
及
び
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖

ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
妻
の
増
価
競
売
申
立
権
を
肯
定
す
る302

）。
そ
の
理
由

を
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
次
の
よ
う
に
説

明
す
る
。
妻
に
増
価
競
売
申
立
権
を
認
め
な
い
「
見
解
は
、
法
律
の

原
則
に
反
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
増
価
競
売
申
立
権
は
滌
除
に
お
い
て

本
質
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。﹇
ま
た
、﹈
そ
の
見
解
は
、
立
法
者

の
意
思
に
反
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
見
解
を
是
と
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
法
定
抵
当
権
者
は
、
滌
除
に
よ
り
抵
当
権
の
登
記
を
強
制
さ
れ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
庇
護
の
な
い
ま
ま
に
数
多
の
危
険
に
曝
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。﹇
実
際
、﹈
法
定
抵
当
権
者
は
、
不
正
、
と
り
わ
け

代
価
の
一
部
隠
蔽
の
犠
牲
者
と
な
り
か
ね
な
い
。﹇
さ
ら
に
、﹈
譲
渡

が
贈
与
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
法
定
抵
当
権
者
は
一
切
の
権

利
を
失
う
。
と
い
う
の
も
、
法
定
滌
除
を
す
る
に
あ
た
り
、
取
得
者

に
は
、﹇
弁
済
﹈
申
込
み
を
す
べ
き
義
務
は
課
さ
れ
て
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。
法
律
は
、
増
価
競
売
を
認
め
る
こ
と
で
、
抵
当
権
者
の
権

利
を
保
護
す
る
。
こ
の
保
証
が
登
記
を
免
除
さ
れ
た
法
定
抵
当
権
者

に
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
無
能
力
ゆ
え
に
法
律
が
最
も
保
護
す

べ
き
抵
当
権
者
を
、
法
律
が
最
も
邪
険
に
扱
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
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に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
定
抵
当
権
者
は
、
増
価
競
売
の
申
立
て

を
す
る
こ
と
が
で
き
る303

）」。

②

増
価
競
売
申
立
権
が
認
め
ら
れ
た
と
き
（⇒

①
）、
妻
は
、

い
つ
ま
で
に
増
価
競
売
の
申
立
て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
が

問
題
と
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
る
。

デ
ュ
ラ
ン
ト
ン
は
、
次
の
よ
う
に
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
妻
が
法

定
期
間
（⇒

七
四
）
内
に
登
記
を
し
た
と
き
は
第
三
取
得
者
は
二
一

八
三
条
の
通
告
（⇒

一
八
）
を
す
べ
き
で
あ
り
、
妻
は
、
既
登
記
抵

当
権
の
滌
除
の
場
合
（⇒

四
五
）
と
同
様
に
、
こ
の
通
告
か
ら
四
〇

日
間
、
増
価
競
売
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、

妻
の
法
定
「
抵
当
権
は
、
法
定
抵
当
権
の
滌
除
を
試
み
る
た
め
に
二

一
九
四
条
が
規
定
す
る
手
続
の
終
了
だ
け
で
滌
除
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
取
得
者
は
、
二
一
八
三
条
及
び

二
一
八
四
条
が
規
定
す
る
条
件
と
手
続
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い304
）」。オ

ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
及
び
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ

ワ
ヌ
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
解
す
る305

）。
す
な
わ
ち
、
二

一
八
五
条
一
項
一
号
は
、
増
価
競
売
の
申
立
て
は
第
三
取
得
者
の
通

告
（
二
一
八
三
条
）

⇒

一
八
）
か
ら
四
〇
日
以
内
に
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
（⇒

四
五
）
が
、
第
三
取
得
者
は
謄
記
前

に
登
記
を
し
て
い
な
い
抵
当
権
者
（
妻
）
に
対
し
て
通
告
す
る
義
務

を
負
わ
な
い
（⇒

二
一
）
の
で
、
二
一
八
五
条
一
項
一
号
は
適
用
さ

れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
妻
は
、
法
定
期
間
（⇒

七
四
）
内
に
増
価

競
売
の
申
立
て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
法
定
期
間

と
増
価
競
売
申
立
て
の
期
間
は
一
致
す
る
。

こ
れ
は
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
を
滌
除
す
る
た
め
に

は
、
法
定
滌
除
の
手
続
を
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
そ
れ
と
も
、

そ
れ
に
加
え
て
既
登
記
抵
当
権
の
滌
除
手
続
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
及
び

ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、

登
記
が
免
除
さ

れ
、
か
つ
実
際
に
未
登
記
の
法
定
抵
当
権
を
滌
除
す
る
た
め
に
は
、

二
一
九
四
条
の
定
め
る
特
別
手
続
を
す
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
で
あ

る306
）」

と
考
え
る
の
で
、
増
価
競
売
申
立
期
間
に
つ
き
、
こ
の
よ
う
に

解
す
る
。
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
を
滌
除
す
る
に
あ
た
り
、

第
三
取
得
者
に
二
一
八
三
条
・
二
一
八
四
条
の
手
続
を
課
さ
な
い
理

由
に
つ
き
、
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
次

の
よ
う
に
説
明
す
る
。
曰
く
、

単
純
で
あ
り
、
か
つ
迅
速
で
あ
る

と
い
う
実
際
的
な
利
点
の
他
に
、
わ
れ
わ
れ
の
見
解
は
、
次
の
よ
う

な
考
慮
に
よ
り
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
九
節
の
手
続
は
、

そ
の
表
題
が
明
確
に
述
べ
る
よ
う
に
、
滌
除
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

滌
除
は
、
…
抵
当
権
を
消
滅
さ
せ
る
方
法
に
他
な
ら
な
い
（
二
一
八

〇
条
）。
既
登
記
抵
当
権
の
滌
除
に
つ
い
て
は
、
間
違
い
な
く
、
そ
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う
で
あ
る
。﹇
と
す
れ
ば
、﹈
登
記
免
除
抵
当
権
の
滌
除
に
つ
い
て
も
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
二
つ
の
滌
除
は
、
別
の
節
に
規

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
異
な
っ
た
準
則
に
服

す
る
。
そ
う
で
あ
る
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
同
一
の
効

果
を
生
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
一
種
類
の
抵
当
権
の
た
め
に
、
第
三

取
得
者
が
両
方
の
手
続
を
累
積
的
に
（cu

m
u
la
tiv
em
en
t

）
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
法
律
の
原
則
に
反
す
る
の
と
同

時
に
、
立
法
者
の
意
思
に
反
す
る
。
…
こ
の
こ
と
は
、
二
一
九
五
条

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
同
条
は
、
二
ヶ
月
以
内
に
登
記
が
さ
れ
た

場
合
は
、
順
位
に
応
じ
た
弁
済
を
債
権
者
に
す
る
こ
と
で
、
取
得
者

は
有
効
に
﹇
抵
当
権
か
ら
﹈
解
放
さ
れ
る
と
規
定
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
不
動
産
を
解
放
す
る
た
め
に
、
新
た
な
手
続
は
必
要
と
さ
れ
な

い307
）」。③

妻
は
法
定
期
間
内
に
登
記
を
す
れ
ば
増
価
競
売
申
立
権
を
有

す
る
（⇒

①
）
が
、
こ
れ
は
登
記
を
し
な
け
れ
ば
増
価
競
売
の
申
立

て
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
二
一
九
五
条
は

法
定
期
間
内
に
登
記
を
し
な
け
れ
ば
妻
は
追
求
権
を
失
う
と
規
定
す

る
（⇒

七
五
）
の
で
、
妻
は
、
法
定
期
間
内
で
あ
れ
ば
未
登
記
の
ま

ま
で
追
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
追
求
権
行
使
の
一
方

法
で
あ
る
増
価
競
売
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（⇒

四
一
①308

））。

④

増
価
競
売
判
決
後
に
お
い
て
は
、
法
定
抵
当
権
の
滌
除
が

さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
法
定
抵
当
権
の
滌
除
は
任
意
譲
渡
の
場
合

と
同
様
に
さ
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法

八
三
八
条
八
項
）。
す
な
わ
ち
、
既
登
記
抵
当
権
の
滌
除
手
続
に
お

い
て
増
価
競
売
が
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
登
記
免
除
・
未

登
記
法
定
抵
当
権
が
滌
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
を
滌
除
す
る

た
め
に
は
、
か
な
ら
ず
法
定
滌
除
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い309

）。

し
か
し
、
既
登
記
抵
当
権
の
滌
除
手
続
に
お
け
る
増
価
競
売
後
に
法

定
滌
除
の
手
続
が
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
妻
は
、
そ
の
法
定
滌

除
手
続
に
お
い
て
増
価
競
売
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い310

）。

そ
の
理
由
を
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
次
の

よ
う
に
説
明
す
る
。
曰
く
、
最
初
の
「
増
価
競
売
は
、
代
価
の
確
定

と
い
う
観
点
に
お
い
て
、
妻
に
対
し
て
十
分
な
保
証
を
提
供
し
て
い

る
。﹇
ま
た
、﹈
こ
れ
は
、『
増
価
競
売
後
の
増
価
競
売
は
無
効
で
あ

る
』
の
準
則
の
適
用
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
準
則
は
、
わ
れ
わ
れ
の

法
に
お
い
て
は
、
今
日
に
お
い
て
も
例
外
な
き
準
則
な
の
で
あ
る311

）」。

⑸

妻
の
権
利
と
他
の
抵
当
権
者
の
権
利
の
調
整312

）

七
九

妻
が
法
定
期
間
（⇒

七
四
）
内
に
登
記
を
し
た
と
き
、
妻

は
、
順
位
配
当
に
お
い
て
、
売
却
代
価
か
ら
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
問
題
は
、
そ
の
順
位
配
当
に
お
い
て
、
妻
の
権
利
と
、
法

定
抵
当
権
者
（
妻
）
の
夫
を
債
務
者
と
す
る
他
の
抵
当
権
者
の
権
利
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を
、
ど
の
よ
う
に
調
整
す
べ
き
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に

つ
き
、
妻
の
法
定
抵
当
権
の
順
位
が
第
一
順
位
で
な
い
場
合
（⇒

八

〇
）
と
、
第
一
順
位
で
あ
る
場
合
（⇒

八
一
）
と
で
、
分
け
て
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
妻
の
順
位
が
第
一
順
位
で
あ
る
場
合

で
あ
っ
て
も
、
妻
の
債
権
者
が
妻
の
権
利
を
行
使
す
る
と
き
に
お
い

て
は
、
妻
が
権
利
を
行
使
す
る
場
合
と
異
な
る
処
理
が
さ
れ
る
場
合

が
あ
る
（⇒

八
二313

））。

八
〇

法
定
抵
当
権
が
他
の
抵
当
権
よ
り
も
後
順
位
で
あ
る
場
合

に
つ
き
、
妻
は
、
不
動
産
代
価
か
ら
分
配
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、

先
順
位
抵
当
権
者
が
配
当
を
受
け
る
一
方
、
法
定
抵
当
権
の
登
記
は

抹
消
さ
れ
る314

）。
す
な
わ
ち
、

妻
…
の
た
め
の
登
記
が
さ
れ
た
が
、

不
動
産
代
価
の
全
部
又
は
一
部
を
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
る
古
い
債

権
者315

）が
い
る
場
合
は
、
取
得
者
は
、
有
効
順
位
に
あ
る
債
権
者
に
対

し
て
し
た
代
価
の
全
部
又
は
一
部
の
弁
済
で
、
そ
の
責
任
を
免
れ
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
妻
…
の
登
記
は
そ
の
全
部
又
は
支
払
額
を
限

度
に
抹
消
さ
れ
る
」

二
一
九
五
条
二
項
）。

八
一

妻
…
の
た
め
の
登
記
が
最
も
古
い
場
合
は
、
取
得
者
は

弁
済
に
よ
り
…
﹇
妻
の
﹈
登
記
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

二

一
九
五
条
三
項
前
段
）。
す
な
わ
ち
、
妻
の
法
定
抵
当
権
が
第
一
順

位
の
場
合
に
お
い
て
は
、
後
順
位
抵
当
権
者
へ
の
弁
済
は
認
め
ら
れ

な
い316

）。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
代
価
の
分
配
の
た
め
の
順
位
配
当

に
お
い
て
、
妻
が
順
位
決
定
額
（le

 
m
o
n
ta
n
t
 
d
e
 
la
 
co
llo
ca
-

tio
n

）
を
即・
時・
に・
受
領
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
被
担
保
債
権
の
種
類
・
性

質
に
応
じ
て
異
な
る
（⇒

①
｜
④
）。

①

夫
が
譲
渡
し
た
不
動
産
も
法
定
抵
当
権
の
目
的
と
な
る
が
、

そ
の
不
動
産
は
、
妻
が
譲
渡
時
に
有
さ
な
い
債
権
を
担
保
し
な
い317

）の

で
、
第
三
取
得
者
の
所
有
権
取
得
時
（
一
八
五
五
年
法
に
お
い
て
は

謄
記
時
）
に
妻
が
夫
に
対
し
て
有
さ
な
い
債
権
に
つ
い
て
は
、
妻
は
、

後
順
位
抵
当
権
者
に
対
す
る
弁
済
又
は
供
託
を
禁
じ
る
こ
と
は
で
き

な
い318

）。
し
た
が
っ
て
、
順
位
配
当
終
結
後
に
妻
が
金
銭
を
相
続
す
る

蓋
然
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
（⇒

「
法
定
抵
当
権
」
二
六
）、
妻
は
、

こ
れ
を
理
由
に
弁
済
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

相
続
開
始
に
よ
り
…
妻
の
権
利
が
発
生
し
た
と
き
は
、
不
動
産
は
、

す
べ
て
の
も
の
に
対
す
る
関
係
で
、
も
ち
ろ
ん
妻
に
対
す
る
関
係
に

お
い
て
も
、
終
局
的
に
夫
の
資
産
か
ら
逸
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る319
）」。②

順
位
配
当
時
に
既
存
で
あ
り
、
か
つ
何
の
条
件
に
も
服
さ
な

い
債
権
、
す
な
わ
ち
現
存
債
権
（crea

n
ces a

ctu
elles

）
を
、
妻

が
夫
に
対
し
て
有
す
る
と
き
に
は
、
妻
は
、
代
価
を
分
配
す
べ
き
順

位
配
当
に
お
い
て
、
終
局
的
順
位
決
定
（co

llo
ca
tio
n
 
d
efin

i-

tiv
e

）
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る320

）。
し
た
が
っ
て
、
妻
の
夫
に
対
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す
る
債
権
が
、

嫁
資
」

二
一
三
五
条
二
号
イ
）

⇒

「
法
定
抵
当

権
」
二
一
｜
二
二
）、

夫
と
と
も
に
負
担
し
た
債
務
の
補
償
金
」

二
一
三
五
条
二
号
ハ
）

⇒

「
法
定
抵
当
権
」
二
七
｜
二
八321

））、
又

は
「
買
換
え
」

二
一
三
五
条
二
号
ハ
）

⇒

「
法
定
抵
当
権
」
二

九
）
な
ど
に
あ
た
る
と
き
は
、
こ
の
よ
う
で
あ
る
。

被
担
保
債
権
額
が
確
定
（liq

u
id
e

）
し
て
い
る
必
要
は
な
い
。

未
確
定
の
さ
い
に
は
、
裁
判
官
が
、
そ
れ
を
評
価
し
て
、
額
を
確
定

す
る322

）。
終
局
的
順
位
決
定
の
請
求
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
妻
は
、
即

時
に
配
当
を
受
け
る
こ
と
が
常
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
裁
判
に
よ
る
別
産
制
（⇒

「
法
定

抵
当
権
」
七
）
が
認
め
ら
れ
た
後
又
は
婚
姻
解
消
後
に
限
ら
れ
る323

）。

そ
し
て
、
供
託
を
す
る
の
で
な
い
限
り
、
裁
判
に
よ
る
別
産
制
が
認

め
ら
れ
る
又
は
婚
姻
解
消
ま
で
は
、
第
三
取
得
者
が
、
妻
が
受
領
す

べ
き
代
価
を
保
管
す
る324

）。

③

妻
が
、
夫
と
と
も
に
第
三
者
に
対
し
て
債
務
を
負
担
し
た

（⇒

「
法
定
抵
当
権
」
二
七
）
が
、
ま
だ
第
三
者
に
対
し
て
債
務
を

履
行
し
て
い
な
い
場
合325

）に
お
い
て
は
、
妻
が
夫
に
対
し
て
取
得
す
る

「
補
償
金
」

二
一
三
五
条
二
号
ハ
）
請
求
権
は
条
件
付
債
権

（crea
n
ces co

n
d
itio

n
n
elles

）
で
あ
る
。
ま
た
、
夫
婦
財
産
契
約

中
の
条
項
で
妻
に
認
め
ら
れ
た
生
残
配
偶
者
利
益
（g

a
in
s d
e su

r-

v
ie

）

⇒

「
法
定
抵
当
権
」
二
五
②
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
条
件
付
債
権
に
つ
い
て
は
、
妻
は
仮
の
順
位
決
定

（co
llo
ca
tio
n
 
p
ro
v
iso
ire

）
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ

な
い326

）。
し
た
が
っ
て
、
終
局
的
順
位
決
定
は
、
条
件
成
就
後
に
限
ら

れ
る
。

仮
の
順
位
決
定
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
、

妻
は
、
実
際
に
配
当
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
配
当
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
後
順
位
抵
当
権
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

た
め
に
は
、
後
順
位
抵
当
権
者
は
、
条
件
成
就
時
に
妻
が
配
当
を
受

け
た
後
順
位
抵
当
権
者
に
対
し
て
取
得
す
る
償
還
請
求
権
を
保
証
す

る
に
十
分
な
担
保
を
、
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
こ

の
担
保
は
、
保
証
人
で
は
足
ら
ず
、
抵
当
権
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い327

）。

④

現
在
は
未
発
生
で
あ
る
が
、
何
ら
か
の
事
由
で
将
来
に
お
い

て
債
権
が
発
生
し
た
と
き
は
、
そ
れ
を
担
保
す
る
法
定
抵
当
権
の
順

位
取
得
日
が
婚
姻
日
で
あ
る
債
権
が
あ
り
、
こ
れ
を
未
確
定
債
権

（crea
n
ces ev

en
tu
elles

）
と
い
う
。
財
産
管
理
に
あ
た
っ
て
の
非

行
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
、
妻
の
夫
に
対
す
る
補
償
金
請
求
権
（⇒

「
法
定
抵
当
権
」
一
八
①
・
同
六
九
）
な
ど
が
、
こ
れ
に
あ
た
る
。
そ

し
て
、
未
確
定
債
権
に
つ
い
て
は
、
妻
は
、
終
局
的
順
位
決
定
は
も

ち
ろ
ん
、
仮
の
順
位
決
定
さ
え
も
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い328

）。
し

た
が
っ
て
、
条
件
付
債
権
（⇒

③
）
の
場
合
に
認
め
ら
れ
る
保
全
措
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置
も
、
妻
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖

ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
曰
く
、

順
位

配
当
が
開
始
さ
れ
る
現
時
点
に
お
い
て
は
、
妻
は
、
夫
に
対
し
て
何

の
債
権
も
有
し
て
い
な
い
。
…
﹇
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
債

権
額
の
﹈
評
価
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
不
可
能
で
あ
る
。﹇
実
際
、

債
権
額
の
﹈
評
価
は
基
礎
を
欠
く
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、﹇
そ
れ
を

義
務
と
す
る
と
﹈
恣
意
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、

﹇
債
権
額
の
﹈
過
大
な
﹇
評
価
﹈
は
、
夫
の
信
用
を
完
全
に
害
す
る

で
あ
ろ
う329

）」。
も
っ
と
も
、
オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
は
、
未
確
定
債
権
で

あ
っ
て
も
、
動
産
譲
渡
や
妻
の
債
権
の
回
収
（reco

u
v
rem

en
t

）

に
よ
り
妻
が
夫
の
債
権
者
と
な
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判

官
が
債
権
額
を
評
価
し
た
上
で
、
妻
は
仮
の
順
位
決
定
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る330

）。
し
か
し
、
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ

リ
‖
ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
こ
れ
も
併
せ
て
否
定
す
る331

）。

八
二

債
権
者
は
、
債
務
者
の
権
利
及
び
訴
権
の
す
べ
て
を
行

使
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

一
一
六
六
条
本
文
）
の
で
、
妻
の
債
権

者
は
順
位
決
定
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
は
原
則

と
し
て
八
一
の
準
則
に
従
う
。
し
か
し
、
夫
が
破
産
（fa

illite

）

し
た
場
合
又
は
支
払
不
能
（d

eco
n
fitu

re

）
に
な
っ
た
場
合
に
お

い
て
は
、
妻
の
債
権
者
は
、
妻
自
身
は
即
時
に
配
当
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
（⇒

八
一
②
）
で
あ
っ
て
も
、
終
局
的
順
位
決
定

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
即
時
の
配
当
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る332

）。
と
い
う
の
も
、
一
四
四
六
条
二
項
は
「
妻
の
債
権
者
は
、
夫

が
破
産
し
た
場
合
又
は
支
払
不
能
に
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
自

己
の
債
権
額
を
限
度
と
し
て
債
務
者
で
あ
る
妻
の
権
利
を
行
使
す
る

こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
す
る
が
、
こ
の
規
定
は
、
夫
が
破
産
し
た

場
合
又
は
支
払
不
能
に
な
っ
た
場
合
は
共
通
制
を
解
消
し
な
い
状
態

の
ま
ま
で
妻
の
債
権
者
は
「
共
通
制
が
解
消
さ
れ
、
か
つ
妻
が
共
通

財
産
を
放
棄
し
た333

）」
さ
い
に
妻
が
有
す
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
を
認
め
る
趣
旨
だ
か
ら
で
あ
る334

）。

288
）

契
約
書
の
抄
本
は
、
二
ヶ
月
間
、
裁
判
所
講
堂
に
掲
示
さ
れ

る
。
こ
の
期
間
中
、
妻
、
夫
、
…
親
族
…
及
び
政
府
委
員
は
、
抵
当

権
保
存
所
に
対
し
て
、
譲
渡
さ
れ
た
不
動
産
に
登
記
す
る
よ
う
申
請

し
、
か
つ
そ
れ
を
登
記
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」

二
一
九
四
条
）。

ま
た
、

契
約
書
の
展
示
か
ら
二
ヶ
月
以
内
に
妻
…
の
た
め
の
登
記

が
売
却
さ
れ
た
不
動
産
に
対
し
て
さ
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二

一
九
五
条
）。

289
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
.
542,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2554,

p
.

758.
290
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2555,

p
.
758.
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291
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
310,

tex
te et

295,
p
p
.

542
543,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et
 
d
e
 
L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1520,

p
.
653 et t.

III,
n
°2557,

p
.
759.

292
）

R
eq
.
1

ju
in 1859,

S
.
1861.

1.
223.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.

III,
295,

p
.
543,

tex
te et n

o
te 11;B

a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et

 
d
e L

o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2557,

p
.
759.

293
）

C
iv
.
8 m

a
i 1827,

J
.
G
.,
v
°P
riv.

et h
yp
.,
n
°2204;

C
iv
.
11

 
a
o
u
t 1829,

J
.
G
.,
v
°P
riv.

et h
yp
.,
n
°2204,

S
.
1829.

1.
342;

C
iv
.
15 d

ec.
1829,

J
.
G
.,
v
°P
riv.

et h
yp
.,
n
°1684

3°,
S
.
1830.

1.
62;

C
iv
.
18 ju

ill.
1831,

S
.
1831.

1.
301;

C
iv
.
1

a
o
u
t 1837,

S
.
1837.

1.
662;

C
iv
.
5 m

a
i 1840,

S
.
1840.

1.
523;

C
iv
.
6 ja

n
v
.

1841,
S
.
1841.

1.
336;

C
iv
.
3 fev

.
1847,

D
.
1847.1.79,S

.1847.

1.
212;

C
iv
.
11 m

a
rs 1851,

D
.
1851.

1.
55,

S
.
1851.

1.
320;

C
h
.

reu
n
.,
23 fev

.
1852,

D
.
1852.

1.
40,

S
.
1852.

1.
82;

R
eq
.
5 ju

in
 

1855,
D
.
1855.

1.
388,

S
.
1856.

1.
229;

R
eq
.
1

ju
in 1859,

D
.

1860.
1.
381,

S
.
1861.

1.
223;

C
iv
.
21 ju

ill.
1863,

D
.
1863.

1.

339,
S
.
1863.

1.
489.

294
）

D
u
ra
n
to
n
,
t.
X
X
,
n
°421 bis

,
p
.
688.

295
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
1

ed
.,
t.
II,

295,
p
.
252,

n
o
te 10.

296
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
.
542,

tex
te et n

o
te 10;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2560,
p
.
762.

297
）

一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
第
七
七
二
条
第
五
項

民
法
第
二

一
九
五
条
の
定
め
る
期
間
内
に
抵
当
権
の
登
記
を
し
な
か
っ
た
法
定

抵
当
権
者
は
、
代
価
に
対
し
て
優
先
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
民
法
第
二
一
九
五
条
の
定
め
る
期
間
満
了
か
ら
三
ヶ
月
以

内
に
順
位
配
当
が
開
始
さ
れ
、
か
つ
第
七
一
七
条
第
七
項
の
定
め
る

条
件
を
満
た
し
た
と
き
に
限
る
。」

298
）

代
価
分
配
の
た
め
の
順
位
配
当
が
開
始
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、

優
先
権
の
喪
失
を
避
け
る
た
め
に
、
妻
も
、
順
位
配
当
の
開
始
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（A

u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

283,
p
.
406,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2242,

p
.
469.

）。

299
）

一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
第
七
一
七
条
第
七
項

正
式
に
謄

記
さ
れ
た
競
売
判
決
は
、
そ
の
種
類
を
問
わ
ず
、
抵
当
権
を
滌
除
し
、

そ
れ
以
後
に
お
い
て
は
債
権
者
は
﹇
競
売
﹈
代
価
に
対
す
る
訴
権
の

み
を
有
す
る
。
法
定
抵
当
権
者
が
競
売
判
決
の
謄
記
前
に
法
定
抵
当

権
の
登
記
を
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
順
位
配
当
が
裁
判
上
の
も
の
で

あ
る
と
き
は
第
七
五
四
条
が
規
定
す
る
期
間
満
了
前
に
届
出
を
す
る

こ
と
、
順
位
配
当
が
和
解
に
よ
る
と
き
は
第
七
五
一
条
及
び
第
七
五

二
条
に
従
い
そ
の
終
結
前
に
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
、
﹇
競

売
﹈
代
価
に
対
し
て
優
先
権
を
行
使
す
る
。」

300
）

一
八
五
八
年
改
正
民
訴
法
第
七
五
四
条

前
条
の
催
告
〔
登

記
債
権
者
に
対
す
る
債
権
名
義
届
出
の
催
告
〕
か
ら
四
〇
日
以
内
に
、

す
べ
て
の
債
権
者
は
、
順
位
決
定
請
求
を
含
む
、
代
訴
士
署
名
の
届

出
証
書
と
と
も
に
、
自
己
の
名
義
（ses titres

）
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
官
は
調
書
に
そ
の
届
出
を
記
載
す
る
。」

301
）

妻
の
法
定
抵
当
権
は
「
登
記
と
は
無
関
係
に
成
立
す
る
」

二
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一
三
五
条
柱
書
）
が
、
か
り
に
夫
婦
財
産
契
約
日
に
登
記
さ
れ
た
の

で
あ
れ
ば
、
妻
は
当
然
に
二
一
三
五
条
二
号
が
規
定
す
る
順
位
取
得

日
で
法
定
抵
当
権
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

302
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
.
543,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2579,

p
p
.

777
778.

303
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2579,

p
p
.
777

778.

304
）

D
u
ra
n
to
n
,
t.
X
X
,
p
p
.
691

692.

305
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
.
543,

tex
te et n

o
te 14;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2580,
p
p
.
779

780.

306
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
509,

tex
te.

307
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2580,

p
p
.
779

780.

308
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

269,
p
.
302,

tex
te et n

o
te 9,

294,
p
.
522,

tex
te et n

o
te 49 et

295,
p
.
543,

tex
te et n

o
te

 
13;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
II,

n
°1455,

p
p
.
570

571,
t.
III,

n
°2081,

p
p
.328

329,t.III,n
°2440,

p
.
665 et t.

III,
n
°2582,

p
.
781.

309
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
497,

tex
te et n

o
te 7;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2381,
p
.
606 et n

°2388,
p
.
617.

310
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

293 bis
,
p
.
497,

n
o
te 7 et

295,

p
.
543,

tex
te
 
et n

o
te
 
12;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et d

e
 

L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2388,

p
p
.
617

618 et n
°2583,

p
.
781.

妻
は
競
売
代
価
に
対
し
て
優
先
権
を
行
使
す
る
（
一
八
五

八
年
改
正
民
訴
法
八
三
八
条
八
項
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie d

e
 

L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2381,

p
.606 et n

°2388,p
.617.

）。

一
註

８
）参
照
。

311
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2583,

p
.
781.

312
）

七
九
｜
八
二
の
準
則
は
、
滌
除
の
場
合
に
限
ら
れ
ず
、
順
位
配

当
時
の
法
定
抵
当
権
の
処
遇
一
般
に
妥
当
す
る
（⇒

「
法
定
抵
当

権
」
二
七
註

71
））。

313
）

法
定
抵
当
権
代
位
（⇒

「
法
定
抵
当
権
」
一
）
に
よ
り
妻
に
代

位
し
た
者
（
以
下
「
法
定
抵
当
権
代
位
者
」
と
い
う
。）
は
、
妻
が

法
定
抵
当
権
を
行
使
す
る
こ
と
の
で
き
る
の
と
同
じ
時
期
に
の
み
妻

の
法
定
抵
当
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
原
則
で
あ
る
。

し
か
し
、
例
外
的
に
、
法
定
抵
当
権
代
位
者
は
、
妻
の
権
利
（⇒

八

一
）
以
上
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る

（A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
.
546,

tex
te
 
et n

o
te
 
21;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2577,
p
p
.
775

776.

）。

法
定
抵
当
権
代
位
者
は
、
裁
判
に
よ
る
別
産
制
（⇒

「
法
定
抵
当

権
」
七
）
が
認
め
ら
れ
る
前
で
あ
っ
て
も
、
妻
が
裁
判
に
よ
る
別
産

制
が
認
め
ら
れ
た
後
に
受
領
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
順
位

決
定
額
（⇒

八
一
②
）
を
受
領
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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妻
が
夫
と
と
も
に
第
三
者
に
対
し
て
債
務
を
負
担
し
つ
つ
、
こ
の

第
三
者
が
妻
に
代
位
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
妻
は
、
二
〇
三
二
条

の
場
合
（⇒

「
法
定
抵
当
権
」
二
七
註

71
））
を
除
き
、
夫
に
代
わ

り
義
務
を
履
行
す
る
以
前
に
お
い
て
は
仮
の
順
位
決
定
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
（⇒

八
一
③
）
が
、
法
定
抵
当
権
代
位

者
は
終
局
的
順
位
決
定
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（C

iv
.
24 m

a
i

 
1869,

D
.
1869.

1.
276,

S
.
1869.

1.
345;

C
iv
.
26 ja

n
v
.
1875,

D
.

1875.
1.
52.

）。

オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
は
、
妻
の
債
権
の
弁
済
期
以
前
で
あ
っ
て
も
、

法
定
抵
当
権
代
位
者
は
、
妻
の
債
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

す
る
（A

u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
.
546,

tex
te.

）。
し
か
し
、

滌
除
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
取
得
者
は
弁
済
期
が
到
来
し
た
か

ど
う
か
を
問
わ
ず
抵
当
権
者
に
弁
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（⇒

三

三
①
）
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
当
然
で
あ
る
（B

a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2577,

p
.

776.

）。

314
）

A
u
b
ry
 
et
 
R
a
u
,
t.
III,

295,
p
p
.
543

544,
tex

te;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2562,
p
.
763.

315
）

二
一
九
五
条
の
い
う
「
古
い
債
権
者
」
は
、
妻
に
優
先
す
る
先

順
位
の
抵
当
権
者
の
こ
と
で
あ
る
（B

a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et

 
d
e L

o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2562,

p
.
763.

）。

316
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2564,

p
.
764.

な
お
、

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
有
効
順
位

に
な
い
他
の
債
権
者
の
登
記
は
抹
消
さ
れ
る
」

二
一
九
五
条
三
項

後
段
）。

317
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,h

ypoth
equ

es
,t.II,

n
°1004,

p
.
114.

318
）

R
eq
.
21 ju

ill.
1847,

D
.
1847.

1.
326,

S
.
1847.

1.
653.-

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
.
544,

tex
te
 
et n

o
te
 
16;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2569,
p
.
768.

319
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2569,

p
.
768.

320
）

C
iv
.
24 ju

ill.
1821,

J
.
G
.,
v
°C
on
tr
.
d
e m

ar
.,
n
°3811,

S
.

1821.
1.
422;

C
iv
.
19 n

o
v
.
1872,

D
.
1873.

1.
38,

S
.
1873.

1.

193.-
A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
.
545,

tex
te et n

o
te 17;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2570,
p
.
769.

321
）

も
っ
と
も
、
夫
が
破
産
し
た
場
合
又
は
支
払
不
能
に
な
っ
た
場

合
は
、
妻
が
夫
に
代
わ
っ
て
弁
済
を
し
た
と
き
だ
け
で
な
く
、
弁
済

前
で
あ
っ
て
も
、
妻
は
、
補
償
金
請
求
権
を
取
得
し
、
か
つ
終
局
的

順
位
決
定
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（⇒

「
法
定
抵
当
権
」
二
七

註

71
））。
す
な
わ
ち
、
妻
が
夫
と
連
帯
し
て
債
務
を
負
担
し
た
と

き
は
、

妻
は
夫
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
は
保
証
人
と
し
て
債
務

を
負
担
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」

一
四
三
一
条
）
の
で
、
妻
は

保
証
人
の
有
す
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
保

証
人
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
弁
済
前
で
あ
っ
て
も
、
主
た
る
債
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務
者
に
対
し
て
補
償
金
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
二
〇
三
二

条
）
の
で
、
妻
は
、
順
位
配
当
に
お
い
て
終
局
的
順
位
決
定
を
請
求

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
（C

iv
.
24 m

a
i 1869,

D
.
1869.

1.
276,

S
.
1869.

1.
345;

C
iv
.
26 ja

n
v
.
1875,

D
.
1875.

1.
52;

C
iv
.
22

 
a
o
u
t 1876,

J.
G
.,
S
u
ppl.,

v
°C
on
tr.

d
e m

ar
.,
n
°343,

S
.
1877.

1.
54;

R
eq
.
11
 
ju
ill.

1894,
D
.
1896.

1.
113.-

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2570,

p
p
.

769
770.

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
夫
が
こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
い
と
き

は
、
妻
の
債
権
は
条
件
付
債
権
（⇒

③
）
で
あ
り
、
妻
は
、
債
務
を

履
行
し
た
場
合
に
限
り
、
終
局
的
順
位
決
定
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
（B

a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2570,

p
.
770.

）。

322
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2570,

p
.
769.

323
）

法
定
抵
当
権
」
二
七
註

71
）。C

iv
.
24 ju

ill.
1821,

J
.
G
.,

v
°C
on
tr
.
d
e m

ar
.,
n
°3811,

S
.
1821.1.422;C

iv
.19 n

o
v
.1872,

D
.
1873.

1.
38,

S
.
1873.

1.
193.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

295,

p
.
545,

tex
te
 
et n

o
te
 
18;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et d

e
 

L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2571,

p
.
770.

324
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2571,

p
.
770.

ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ

ヌ
は
言
及
し
な
い
が
、
増
価
競
売
が
さ
れ
、
第
三
取
得
者
以
外
の
者

が
競
落
人
の
場
合
に
は
、
こ
の
者
が
、
競
売
代
価
を
保
管
す
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

325
）

夫
が
破
産
し
た
場
合
又
は
支
払
不
能
に
な
っ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
妻
は
終
局
的
順
位
決
定
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（⇒

八
一

②
註

321
））

⇒

「
法
定
抵
当
権
」
二
七
註

71
））。

326
）

C
iv
.
4 a

v
ril 1815,

J
.
G
.,
v
°P
riv.

et h
yp
.,
n
°2330

2°,
S
.

1815.
1.
275;

C
iv
.
16 ju

ill.
1832,

J
.
G
.,
v
°C
on
tr.

d
e m

ar
.,
n
°

1054,
S
.
1832.

1.
833;

R
eq
.
25 m

a
rs 1834,

J
.G
.,v
°C
on
tre.

d
e

 
m
ar
.,
n
°1054,

S
.
1834.

1.
272;

R
eq
.
2 ja

n
v
.
1838,

J
.
G
.,
v
°

C
au
tion

.,
n
°265

2°,
S
.
1838.

1.
560;

R
eq
.
21 ju

ill.
1847,

D
.

1847,
1,
326,

S
.
1847.

1.
653.-

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
.

545,
tex

te et n
o
te 19;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2572,

p
.
771.

327
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
.
545,

tex
te et n

o
te 20;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°

2572,
p
.
772.

後
順
位
抵
当
権
者
が
十
分
な
担
保
を
提
供
し
な
い

と
き
は
、
代
価
の
、
預
金
供
託
金
庫
（C

a
isse d

es d
ep
o
ts et co

n
-

sig
n
a
tio
n
s

）
へ
の
供
託
が
認
め
ら
れ
る
（P

la
n
io
l et R

ip
ert,

t.

X
III,

n
°1277,

p
.
608.

）。

328
）

A
u
b
ry
 
et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
.
546,

tex
te;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2573,

p
.

772.

329
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2573,

p
.
772.

330
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
.
544,

n
o
te 16.

331
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
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III,
n
°2573,

p
.
773.

332
）

C
iv
.
4 fev

.
1856,

D
.
1856.

1.
61,

S
.
1856.

1.
225.-

A
u
b
ry

 
et R

a
u
,
t.
III,

295,
p
.
546,

tex
te et n

o
te
 
22;

B
a
u
d
ry
-

L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2576,

p
p
.

774
775.

333
）

A
u
b
ry et R

a
u
,
t.
V
,
516,

p
.
389,

tex
te.

334
）

法
定
抵
当
権
」
二
七
註

71
）。

五

ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ335

）

１

登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除

八
三

ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
は
、
第
一
順
位
の
抵
当
権
に
基

づ
く
貸
付
け
に
限
り
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

改
正
一
八

五
二
年
法
六
条
）。
し
た
が
っ
て
、
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
は
、
借

主
が
所
有
す
る
不
動
産
を
目
的
と
す
る
既
存
の
抵
当
権
を
消
滅
さ
せ

て
か
ら
で
な
け
れ
ば
、
融
資
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、

既
登
記
抵
当
権
に
つ
い
て
は
、
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
は
、
借
主

に
代
わ
り
既
登
記
抵
当
権
者
に
弁
済
を
し
た
上
で
、
借
主
の
不
動
産

に
抵
当
権
の
設
定
を
受
け
る336

）。
し
か
し
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定

抵
当
権
に
つ
い
て
は
、
こ
の
方
法
に
よ
り
抵
当
権
を
消
滅
さ
せ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
一
八
五
二
年
法
は
、
登
記
免
除
・
未
登

記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
手
続
を
規
定
す
る337

）。
そ
し
て
、
ク
レ
デ
ィ
・

フ
ォ
ン
シ
ェ
は
、

法
定
抵
当
権
」
が
存
在
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
の
「
手
続
を
終
了
し
た
後
に
限
り
、
貸
付
け
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
」

改
正
一
八
五
二
年
法
八
条
柱
書
・
一
号338

））。
本
稿
は
、
一
八
五

三
年
法
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
一
八
五
二
年
法
、
す
な
わ
ち
改
正
一
八

五
二
年
法
に
お
け
る
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
の
概

要
を
み
る
。

335
）

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
オ
ブ
リ
ー
‖
ロ
ー
の
著
作
に
記
述
は
な

い
。
以
下
、
専
ら
ボ
ー
ド
リ
ー
・
ラ
カ
ン
チ
ヌ
リ
‖
ド
・
ロ
ワ
ヌ
の
著

作
（B

a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
2584

2595,
p
p
.
781

788.

）
に
従
う
。

336
）

P
la
n
io
l et R

ip
ert,

t.
X
III,

n
°1295,

p
p
.
634

635.

337
）

し
た
が
っ
て
、
一
八
五
二
年
法
の
手
続
は
既
登
記
抵
当
権
に
適

用
さ
れ
な
い
（P

la
n
io
l et R

ip
ert,

t.
X
III,

n
°1295,

p
.
634.

）。

338
）

一
八
五
二
年
法
八
条
は
、
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
に
滌
除
を

義
務
づ
け
て
お
り
、
ま
た
改
正
一
八
五
二
年
法
に
お
い
て
も
、
こ
の

規
定
は
原
始
規
定
の
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
八
五
三
年
法
二
条

は
、
滌
除
を
任
意
の
も
の
と
す
る
（B

a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et

 
d
e L

o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
III,

n
°2584,

p
.
782.

）。
す
な
わ
ち
、
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一
八
五
二
年
二
月
二
八
日
デ
ク
レ
第
八
条
に
よ
り
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ

ン
シ
ェ
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
滌
除
は
、
今
後
に
お
い
て
は
、
任
意
と

す
る
」

一
八
五
三
年
法
二
条
）。

２

手
続

⑴

二
種
類
の
手
続

八
四

一
八
五
二
年
法
は
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
を

「
知
ら
れ
た
法
定
抵
当
権
」

⇒

八
五
｜
八
六
）
と
「
知
ら
れ
て
い
な

い
法
定
抵
当
権
」

⇒

八
七
｜
八
八
）
の
二
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
き
異
な
っ
た
滌
除
手
続
を
規
定
す
る
。

⑵

知
ら
れ
た
法
定
抵
当
権

八
五

法
定
抵
当
権
者
（
妻
）
を
知
っ
て
い
る
と
き
、
ク
レ

デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
は
、

知
ら
れ
た
法
定
抵
当
権
を
滌
除
す
る
た
め

に
」、

抵
当
権
設
定
証
書
の
抄
本
」
を
、

妻
及
び
夫
」

に
対
し
て

送
達
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
改
正
一
八
五
二
年
法
一
九
条
）

⇒

①
｜
③339

））。

①

送
達
さ
れ
る
べ
き
「
抵
当
権
設
定
証
書
の
抄
本
に
は
、
契
約

日
、
借
主
の
氏
名
、
借
主
の
職
業
、
借
主
の
住
所
、
不
動
産
所
在
地

の
指
示
及
び
貸
付
額
の
記
入
を
記
載
」

改
正
一
八
五
二
年
法
二
〇

条
一
項
前
段
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
れ
に
違
反
す
る
場
合
は
」、

送
達
は
「
無
効
」

改
正
一
八
五
二
年
法
二
〇
条
一
項
後
段
）
で
あ

る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
抵
当
権
設
定
証
書
の
「
抄
本
に
は
、
ク
レ

デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
に
対
し
て
法
定
抵
当
権
の
順
位
を
保
持
す
る
た

め
に
は
妻
は
送
達
か
ら
…
一
五
日
以
内
に
法
定
抵
当
権
を
登
記
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
警
告
を
…
記
載
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
改
正
一
八
五
二
年
法
二
〇
条
二
項
）。

②

借
主
が
夫
で
あ
る
と
き
は
、
送
達
は
妻
本
人
に
交
付
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

改
正
一
八
五
二
年
法
二
一
条
一
項
）。
妻
の

住
所
に
対
す
る
送
達
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
、

妻
が
貸
付

契
約
に
居
合
わ
せ
」、
か
つ
、
妻
が
「
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
に
対

し
て
法
定
抵
当
権
の
順
位
を
保
持
す
る
た
め
に
は
…
一
五
日
以
内
に

法
定
抵
当
権
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
警
告
を
…
公
証
人

か
ら
受
け
た
と
き
」

改
正
一
八
五
二
年
法
二
一
条
二
項
）
に
つ
い

て
は
、
妻
の
住
所
に
対
す
る
送
達
で
足
り
る
。
な
お
、
こ
の
「
警
告

は
、
貸
付
証
書
に
…
記
入
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
改
正
一
八

五
二
条
二
一
条
三
項
前
段
）。

こ
れ
に
違
反
す
る
場
合
は
、
妻
に
対

す
る
滌
除
は
無
効
」
で
あ
る
（
改
正
一
八
五
二
条
二
一
条
三
項
後

段
）。③

妻
が
﹇
貸
付
﹈
契
約
に
居
合
わ
せ
な
か
っ
た
又
は
公
証
人
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か
ら
警
告
を
受
け
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹇
妻
の
﹈
住
所
に
対

す
る
送
達
」
が
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
き
は
、
知
ら
れ
た
法
定
抵
当

権
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
滌
除
す
る
た
め
に
は
、

知
ら
れ
て
い
な

い
法
定
抵
当
権
の
滌
除
の
た
め
に
必
要
な
手
続
が
、
…
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」

改
正
一
八
五
二
年
法
二
二
条
）。

八
六

妻
は
、

ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
に
対
し
て
法
定
抵
当
権

の
順
位
を
保
持
す
る
た
め
に
は
…
送
達
か
ら
…
一
五
日
以
内
に
法
定

抵
当
権
を
登
記
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
改
正
一
八
五
二
年
法
二

〇
条
二
項
）。

⑶

知
ら
れ
て
い
な
い
法
定
抵
当
権

八
七

法
定
抵
当
権
者
（
妻
）
を
知
ら
な
い
と
き
は
、
ク
レ

デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
は
、

知
ら
れ
て
い
な
い
法
定
抵
当
権
を
滌
除
す

る
た
め
に
」、

抵
当
権
設
定
証
書
の
抄
本
」
を
、

借
主
の
住
所
の

郡
の
裁
判
所
付
帝
国
検
事
正
及
び
不
動
産
所
在
郡
の
裁
判
所
付
帝
国

検
事
正
に
通
告
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
改
正
一
八
五
二
年
法
二

四
条
一
項
）。
通
告
さ
れ
る
べ
き
「
抄
本
は
、
送
達
の
記
入
と
と
も

に
、
司
法
公
告
の
公
示
の
た
め
に
指
名
さ
れ
た
、
不
動
産
所
在
郡
の

新
聞
一
紙
に
掲
載
さ
れ
る
」

改
正
一
八
五
二
年
法
二
四
条
二
項
）。

八
八

妻
は
、
新
聞
一
紙
へ
の
「
掲
載
か
ら
四
〇
日
以
内
に
」
法

定
抵
当
権
の
「
登
記
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
改
正
一
八
五
二

年
法
二
四
条
三
項
）。

339
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2586,

p
p
.
782

783.

３

効
果

⑴

登
記
が
さ
れ
た
場
合

八
九

法
定
期
間
（⇒

八
六
・
八
八
）
内
に
法
定
抵
当
権
の
登
記

が
さ
れ
た
と
き
は
、
既
登
記
抵
当
権
と
同
様
の
処
理
（⇒

八
三
）
が

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
は
、
妻
に
弁
済
を

し
、
法
定
抵
当
権
を
消
滅
さ
せ
た
上
で
、
融
資
を
す
る340

）。

⑵

登
記
が
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

九
〇

法
定
期
間
（⇒

八
六
・
八
八
）
内
に
法
定
抵
当
権
の
「
登

記
が
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
滌
除
が
生
じ
る
」

改
正
一
八
五
二

年
法
二
五
条
一
項
）。
し
か
し
、
滌
除
の
効
果
は
、
通
常
の
登
記
免

除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
の
場
合
（⇒

七
五
｜
七
六
）
と
は

異
な
る341

）。
一
八
五
二
年
法
の
滌
除
の
効
果
は
、

ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン

シ
ェ
に
対
し
て
、
法
定
抵
当
権
に
対
す
る
優
先
権
を
与
え
る
」
に
過
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ぎ
な
い
（
改
正
一
八
五
二
年
法
二
五
条
二
項
）。
す
な
わ
ち
、
滌
除

に
よ
り
、
妻
は
、
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
に
対
し
て
優
先
順
位
を

主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
妻
は
、
ク
レ

デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
以
外
の
抵
当
権
者
に
対
す
る
関
係
で
は
、
優
先

順
位
を
失
わ
ず
、
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
が
夫
の
不
動
産
か
ら
債

権
を
回
収
し
た
後
は
、
妻
は
そ
の
不
動
産
か
ら
優
先
的
に
被
担
保
債

権
を
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ

ン
シ
ェ
以
外
の
「
第
三
者
は
、」
一
八
〇
四
年
法
「
の
手
続
に
従
わ

な
い
限
り
、
滌
除
の
利
益
を
享
受
」
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
改
正

一
八
五
二
年
法
二
五
条
三
項
）。

340
）

P
la
n
io
l et R

ip
ert,

t.
X
III,

n
°1298,

p
.
636.

341
）

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie et d

e L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.

III,
n
°2594,

p
.
787.

六

む
す
び
に
か
え
て

１

評
価

九
一

本
稿
は
、
前
稿
・
前
々
稿
と
同
様
に
、
む
す
び
に
か
え
て
、

一
九
世
紀
末
期
の
滌
除
に
対
す
る
、
当
時
の
一
般
的
評
価
を
み
る
。

そ
の
た
め
の
素
材
と
し
て
、
前
稿
・
前
々
稿
と
同
様
に
、
一
八
九
六

年
一
〇
月
二
七
日
に
当
時
の
司
法
大
臣
（M

in
istre

 
d
e
 
la
 
Ju
s-

tice

）
ダ
ル
ラ
ン
（Jea

n
-
B
a
p
tiste D

A
R
L
A
N
,
1848

1912

）

が
元
老
院
（S

en
a
t

）
に
提
出
し
た
抵
当
改
革
法
案
（
以
下
「
ダ
ル

ラ
ン
法
案
」
と
い
う
。）

⇒

九
二
｜
九
三
）、
ダ
ル
ラ
ン
法
案
を
検

討
し
た
ド
・
ロ
ワ
ヌ
の
論
稿
（⇒

九
四
）、
及
び
ダ
ル
ラ
ン
法
案
の
検

討
を
委
ね
ら
れ
た
委
員
会
が
提
出
し
た
修
正
法
案
（
以
下
「
委
員
会

法
案
」
と
い
う
。）

⇒

九
五
｜
九
八
）
を
用
い
る
（⇒

「
法
定
抵
当

権
」
七
八
）。

２

ダ
ル
ラ
ン
法
案

九
二

ダ
ル
ラ
ン
法
案342

）に
は
、
滌
除
に
関
す
る
規
定
は
な
い
。
し

か
し
、
ダ
ル
ラ
ン
法
案
中
、
以
下
の
規
定
は
、
実
際
に
は
本
稿
と
関

係
す
る
。

第
一
七
条

法
定
抵
当
権
又
は
合
意
に
よ
る
抵
当
権
は
、
す
べ
て
、

財
産
所
在
地
の
抵
当
権
保
存
所
に
登
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

登
記
は
、
特
定
金
額
（so

m
m
e fix

e

）
に
つ
き
、
指
定
さ
れ
た
不

動
産
（im

m
eu
b
les d

esig
n
es

）
に
限
り
、
そ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
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る
。登

記
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、
抵
当
権
は
、
不
動
産
に
権
利
を
取
得
し
、

か
つ
そ
れ
を
法
律
に
従
い
保
存
し
た
第
三
者
に
対
し
て
、
そ
れ
を
対
抗

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

民
法
第
二
一
二
二
条
、
第
二
一
二
九
条
及
び
第
二
一
三
〇
条
は
、
こ

れ
を
廃
止
す
る
。

第
四
〇
条

本
法
に
反
す
る
民
法
の
規
定
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

九
三

ダ
ル
ラ
ン
法
案
は
、
既
登
記
抵
当
権
の
滌
除
に
関
す
る
一

八
〇
四
年
法
の
準
則
（⇒

一
一
｜
六
七
）
を
、
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
。

他
方
で
、
ダ
ル
ラ
ン
法
案
は
、

法
定
抵
当
権
…
は
、
す
べ
て
、
財

産
所
在
地
の
抵
当
権
保
存
所
に
登
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

ダ
ル
ラ
ン
法
案
一
七
条
一
項
）
と
規
定
し
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法

定
抵
当
権
を
認
め
な
い
の
で
、
一
八
〇
四
年
法
の
登
記
免
除
・
未
登

記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
に
関
す
る
規
定
（
二
一
九
三
条
・
二
一
九
四

条
・
二
一
九
五
条
）

⇒

六
八
｜
八
二
）
は
廃
止
さ
れ
る
（
ダ
ル
ラ
ン

法
案
四
〇
条
）。

342
）

off
.,
D
oc
.,
parl.,

S
en
a
t,
1896,

a
n
n
ex
e n
°2,
p
p
.
335

336.
３

ド
・
ロ
ワ
ヌ
の
法
案
評
価

九
四

ダ
ル
ラ
ン
法
案
が
滌
除
の
規
定
を
盛
り
込
ま
な
い
こ
と
が

原
因
と
思
わ
れ
る
が
、
ド
・
ロ
ワ
ヌ
は
、
ダ
ル
ラ
ン
法
案
の
検
討343

）に

お
い
て
、
滌
除
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
。
も
っ
と
も
、
ド
・
ロ
ワ
ヌ

は
、
法
定
抵
当
権
の
登
記
に
つ
き
ダ
ル
ラ
ン
法
案
の
立
場
を
支
持
す

る
（⇒

「
法
定
抵
当
権
」
八
六
・
「
登
記
」
四
二
）
の
で
、
一
八
〇

四
年
法
の
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
に
関
す
る
規
定

（
二
一
九
三
条
・
二
一
九
四
条
・
二
一
九
五
条
）

⇒

六
八
｜
八
二
）

は
、
当
然
に
廃
止
さ
れ
る
。

343
）

D
e
 
L
o
y
n
es,

p
p
.
1
44;

B
a
u
d
ry
-
L
a
ca
n
tin
erie

 
et d

e
 

L
o
y
n
es,

h
ypoth

equ
es
,
t.
I,
p
p
.
L
X
-L
X
X
X
V
III.

４

委
員
会
法
案

九
五

委
員
会
法
案344

）（⇒

「
法
定
抵
当
権
」
八
九
）
中
、
本
稿
と

関
係
す
る
規
定
は
、
以
下
で
あ
る
。

第
一
〇
条

す
べ
て
の
金
銭
貸
主
は
、
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
に
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関
す
る
一
八
五
二
条
二
月
二
八
日
デ
ク
レ
第
一
九
条
以
下
の
規
定
に
従

い
、
抵
当
権
の
滌
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
一
条

任
意
譲
渡
に
基
づ
く
取
得
者
は
、
登
記
抵
当
権
及
び
先

取
特
権
の
前
に
、
隠
れ
た
法
定
抵
当
権
を
滌
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
違
反
す
る
場
合
に
は
無
効
と
す
る
。

民
法
第
二
一
九
五
条
が
定
め
る
期
間
内
に
法
定
抵
当
権
の
登
記
を
し

な
か
っ
た
法
定
抵
当
権
者
は
、
不
動
産
に
対
す
る
追
求
権
及
び
代
価
に

対
す
る
優
先
権
を
失
う
。

民
事
訴
訟
法
第
七
七
二
条
第
五
項
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

九
六

委
員
会
は
、
法
定
抵
当
権
の
効
力
を
維
持
す
る
た
め
に
婚

姻
解
消
後
つ
い
て
は
婚
姻
解
消
か
ら
一
年
以
内
に
登
記
が
必
要
で
あ

る
が
婚
姻
中
は
そ
れ
を
免
除
す
る
、
と
い
う
現
行
法
の
立
場
を
肯
定

的
に
評
価
す
る
（⇒

「
登
記
」
四
四
）
の
で
、
委
員
会
法
案
は
、
一

八
〇
四
年
法
に
お
け
る
既
登
記
抵
当
権
の
滌
除
手
続
及
び
登
記
免

除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
手
続
の
二
本
立
て
を
維
持
す
る
。

実
際
、
委
員
会
を
代
表
し
て
法
案
提
出
時
に
報
告
を
し
た
テ
ザ
ー
ル

（L
eo
p
o
ld
 
T
H
É
Z
A
R
D
,
1840

1907

）
は
、

コ
ー
ド
・
シ
ビ
ル

の
規
定
は
、﹇
二
つ
の
滌
除
制
度
の
﹈
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
全
般

的
に
非
常
に
合
理
的
に
立
案
さ
れ
て
い
る
」
と
、
一
八
〇
四
年
法
の

滌
除
制
度
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
か
れ
は
、

三
つ
の
点
に
つ
き
現
行
法
の
修
正
を
要
求
す
る345

）。
す
な
わ
ち
、
債
権

者
に
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
権
を
認
め
る
こ
と

（⇒

九
七
）、
二
つ
の
滌
除
手
続
の
相
互
調
整
を
す
る
こ
と
（⇒

九

八
）、
滌
除
手
続
を
簡
略
化
す
る
こ
と
。
も
っ
と
も
、
委
員
会
は
、

第
三
の
点
（
滌
除
手
続
の
簡
略
化
）
に
つ
い
て
は
、
よ
り
慎
重
な
検

討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
修
正
案
を
法
案
に
盛
り
込
む
こ

と
を
断
念
す
る346

）。

九
七

す
べ
て
の
金
銭
貸
主
は
、
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
に
関

す
る
一
八
五
二
条
二
月
二
八
日
デ
ク
レ
一
九
条
以
下
の
規
定
に
従
い
、

抵
当
権
の
滌
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

委
員
会
法
案
一
〇
条
）。

す
な
わ
ち
、
委
員
会
は
、
金
銭
貸
主
に
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定

抵
当
権
の
滌
除
権
を
付
与
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
（⇒

①
｜
②
）。

①

法
案
の
文
言
を
見
る
と
、
す
べ
の
抵
当
権
が
滌
除
の
対
象
と

な
る
か
の
よ
う
に
も
読
め
る
が
、
こ
れ
は
そ
う
い
う
趣
旨
で
は
な
い
。

委
員
会
法
案
は
「
一
八
五
二
条
二
月
二
八
日
デ
ク
レ
一
九
条
以
下
の

規
定
に
従
い
」
抵
当
権
の
滌
除
を
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
一
八
五
二
年
法
（⇒

八
三
｜
九
〇
）
は
登
記
免
除
・
未
登
記

法
定
抵
当
権
の
滌
除
手
続
を
規
定
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
実

際
に
は
、
委
員
会
法
案
に
お
い
て
金
銭
貸
主
が
滌
除
す
る
こ
と
の
で

き
る
抵
当
権
は
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
に
限
ら
れ
る
。
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す
な
わ
ち
、
既
登
記
抵
当
権
は
、
委
員
会
法
案
に
お
い
て
も
、
滌
除

の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。

②

金
銭
貸
主
に
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
権
を

認
め
る
べ
き
理
由
に
つ
き
、
テ
ザ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

曰
く
、

ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
…
は
、
…
金
銭
貸
主
と
し
て
滌
除

権
を
有
す
る
…
。
こ
の
よ
う
な
特
権
を
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
に

限
定
す
る
理
由
は
な
か
ろ
う
。
滌
除
権
者
の
範
囲
を
す
べ
て
の
金
銭

貸
主
に
拡
げ
る
こ
と
で
、
競
争
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ

の
こ
と
は
債
務
者
に
と
っ
て
好
ま
し
い
。
そ
の
上
、﹇
そ
れ
を
認
め

た
と
し
て
も
、﹈
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
ェ
の
利
益
が
著
し
く
害
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
…
こ
の
改
革
は
、
単
純
な
も
の
と
は
い
え
、

非
常
に
重
要
で
あ
る
。﹇
と
い
う
の
も
、﹈
そ
れ
は
、
複
雑
な
抵
当
権

の
状
態
を
清
算
し
、
偶
然
の
事
情
か
ら
将
来
の
た
め
に
不
動
産
を
解

放
し
、
か
つ
、
既
得
権
を
害
す
る
こ
と
な
く
信
用
取
引
を
堅
固
な
も

の
と
す
る
か
ら
で
あ
る347

）」。

九
八

不
動
産
が
既
登
記
抵
当
権
及
び
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定

抵
当
権
の
双
方
の
目
的
で
あ
る
と
き
は
、
現
行
法
上
、
滌
除
権
者
は
、

既
登
記
抵
当
権
の
滌
除
手
続
（⇒

一
一
｜
六
七
）
と
登
記
免
除
・
未

登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
手
続
（⇒

六
八
｜
八
二
）
の
双
方
を
し
な

け
ば
な
ら
な
い
（⇒

一
一
）。
し
か
し
、
そ
の
さ
い
、
相
互
調
整
の

不
備
か
ら
、
二
つ
の
不
都
合
が
生
じ
る
。
委
員
会
は
、
こ
れ
に
対
処

す
べ
く
、
改
正
案
を
提
示
す
る
（⇒

①
｜
②
）。

①

不
動
産
が
既
登
記
抵
当
権
及
び
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵

当
権
双
方
の
目
的
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
滌
除
権
者
が
、
既
登
記

抵
当
権
の
滌
除
手
続
の
み
を
し
た
と
す
る
。
滌
除
権
者
は
、
二
一
八

三
条
の
通
告
（⇒

一
八
）
と
同
時
に
、
既
登
記
抵
当
権
者
に
対
し
て

「
債
務
の
弁
済
期
が
到
来
し
た
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
代
価
を
限
度
と

し
て
抵
当
債
務
及
び
費
用
を
直
ち
に
弁
済
す
る
旨
の
」
申
込
み
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
一
八
四
条
）

⇒

三
三
）
が
、
こ
の
弁
済

申
込
額
が
被
担
保
債
権
額
を
上
回
る
と
き
は
、
既
登
記
抵
当
権
者
は
、

弁・
済・
申・
込・
額・
が・
不・
動・
産・
の・
価・
格・
を・
正・
確・
に・
反・
映・
し・
て・
い・
な・
く・
と・
も・
、

増
価
競
売
の
申
立
て
を
し
な
い
で
あ
ろ
う
（⇒

五
六
）。
と
こ
ろ
で
、

登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
は
、
既
登
記
抵
当
権
の
滌
除
手
続

が
さ
れ
た
だ
け
で
滌
除
さ
れ
な
い
の
で
、
こ
れ
を
滌
除
す
る
た
め
に

滌
除
権
者
は
、
再
度
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
手

続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（⇒

一
一
）。
そ
こ
で
、
滌
除
権
者
が

既
登
記
抵
当
権
の
滌
除
手
続
終・
了・
後・
に・
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵

当
権
の
滌
除
手
続
を
し
、
妻
が
法
定
期
間
内
に
法
定
抵
当
権
の
登
記

を
し
た
場
合
（⇒

七
四
）
は
、
妻
の
法
定
抵
当
権
の
順
位
が
既
登
記

抵
当
権
者
の
抵
当
権
順
位
よ
り
も
先
順
位
で
あ
り
、
か
つ
滌
除
権
者

の
（
既
登
記
抵
当
権
の
滌
除
手
続
の
さ
い
に
し
た
）
弁
済
申
込
額
が

法
定
抵
当
権
者
及
び
既
登
記
抵
当
権
者
の
被
担
保
債
権
額
の
総
額
を
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下
回
る
の
で
あ
れ
ば
、
既
登
記
抵
当
権
者
は
、
被
担
保
債
権
全
額
を

回
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
見
込
み
で
増
価
競
売
の
申
立
て
を
し

な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
担
保
債
権
全
額
を
回
収
で
き
な
い
。

こ
の
結
論
は
、
既
登
記
抵
当
権
者
に
酷
で
あ
る
。
し
か
し
、
登
記
免

除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
手
続
が
既
登
記
抵
当
権
の
滌
除
手

続
に
先
立
っ
て
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
既
登
記
抵
当
権
者
は
増
価
競
売

の
申
立
て
を
す
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
回
避
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
実
際
、

通
常
の
実
務
は
、﹇
登
記
免
除
・
未
登
記
﹈
法
定
抵

当
権
の
滌
除
を
最
初
に
す
る
こ
と
で
、
こ
の
弊
害
を
予
防
し
て
い

る348
）」。

も
っ
と
も
、

こ
の
方
法
は
、
法
的
な
義
務
が
あ
っ
て
、
そ
れ

を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い349

）」。
し
た
が
っ
て
、
既
「
登
記
抵
当
権

の
滌
除
に
先
立
ち
、﹇
登
記
免
除
・
未
登
記
﹈
法
定
抵
当
権
の
滌
除
を

命
じ
る
規
定350

）」
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
委
員
会
法

案
は
次
の
規
定
を
設
け
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
。
す
な
わ
ち
、

任
意
譲
渡
に
基
づ
く
取
得
者
は
、
登
記
抵
当
権
及
び
先
取
特
権
の

前
に
、
隠
れ
た
法
定
抵
当
権
を
滌
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

に
違
反
す
る
場
合
は
無
効
と
す
る
」

委
員
会
法
案
一
一
条
一
項
）。

②

登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当
権
の
滌
除
手
続
が
開
始
し
、

妻
が
法
定
期
間
（⇒

七
四
）
内
に
法
定
抵
当
権
を
登
記
し
な
か
っ
た

と
き
、
妻
は
追
求
権
を
失
う
（
二
一
九
五
条
）

⇒

七
五
）。
そ
れ
と

と
も
に
、
妻
は
優
先
権
も
失
う
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
が
、
一

八
五
八
年
改
正
民
訴
法
七
七
二
条
五
項
（
本
文
）
は
優
先
権
の
存
続

を
認
め
る
（⇒

七
六
）。
と
こ
ろ
で
、
登
記
免
除
・
未
登
記
法
定
抵
当

権
の
滌
除
手
続
に
お
い
て
妻
が
法
定
期
間
内
に
登
記
を
し
な
い
と
き

は
、
滌
除
権
者
の
弁
済
申
込
額
が
自
己
の
被
担
保
債
権
額
を
上
回
る

の
で
あ
れ
ば
、
既
登
記
抵
当
権
者
は
、
弁・
済・
申・
込・
額・
が・
不・
動・
産・
の・
価・

格・
を・
正・
確・
に・
反・
映・
し・
て・
い・
な・
く・
と・
も・
、
弁
済
申
込
み
に
対
し
て
増
価

競
売
の
申
立
て
を
し
な
い
で
あ
ろ
う
（⇒

五
六
）。
こ
の
よ
う
な
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
後
に
至
り
妻
が
弁
済
申
込
額
に
対
し
て
優
先
権

を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
妻
の
法
定
抵
当
権
の
順
位

が
既
登
記
抵
当
権
者
の
抵
当
権
順
位
よ
り
も
先
順
位
で
あ
り
、
か
つ

滌
除
権
者
の
弁
済
申
込
額
が
法
定
抵
当
権
者
及
び
既
登
記
抵
当
権
者

の
被
担
保
債
権
額
の
総
額
を
下
回
る
の
で
あ
れ
ば
、
既
登
記
抵
当
権

者
は
被
担
保
債
権
全
額
を
回
収
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
委
員
会
は
、

法
定
期
間
内
に
登
記
を
し
な
か
っ
た
妻
は
追
求
権
及
び
優
先
権
の
双

方
を
失
う
と
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る351

）。
す
な
わ
ち
、

民
法
第

二
一
九
五
条
が
定
め
る
期
間
内
に
法
定
抵
当
権
の
登
記
を
し
な
か
っ

た
法
定
抵
当
権
者
は
、
不
動
産
に
対
す
る
追
求
権
及
び
代
価
に
対
す

る
優
先
権
を
失
う
」

委
員
会
法
案
一
一
条
二
項
）

委
員
会
法
案
一

一
条
三
項
参
照
）。
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